
（16）第669号 広 報 ひ が し ど お り

水資源サービス課　下水道グループからのおしらせ水資源サービス課　下水道グループからのおしらせ
　村内各浄化センターで、水に溶けない繊維素材、生活残飯、海草類、頭髪、プラスチック片等の不要物

の混入が、多数見受けられます。施設処理機器の故障の原因になりますので、次のことを厳守して頂きま

すようよろしくお願いします。

・水洗トイレでは、トイレットペーパーのみトイレットペーパーのみを使用し、水に溶けない繊維素材

　（ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰ、生理用品、紙おむつ、ｳｴｯﾄﾃｨｯｼｭ、ﾓｯﾌﾟ等）を流さない。

・生活残飯及び使用済食用油は、燃えるゴミとして処分し生活残飯及び使用済食用油は、燃えるゴミとして処分し、下水道へ流さない。

（食用油は、低温で固まるため、配水管に付着し詰まりの原因になります）

・頭髪は、下水道へ流さない。

※　なお、各家庭の宅地内汚水枡を破損した場合は、早急に修繕下さるようお願いします。

　また、公共枡（野花菖蒲を描いている枡）の破損及びその他相談がありましたら、水資源サービス　

課下水道グループまでご連絡下さい。
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